
1．職員の任免及び職員数等に関する状況

①部門別職員数の状況 (各年4月1日現在)

（注）１．職員数は一般職に属する職員数であり、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。

　　　２．教育には教育長は含んでいません。

　「市川市人事・給与制度の運営状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与と人事行政の運営等
の状況を以下のとおり公表します。
　この公表は、地方公共団体の人事行政運営の公正性、透明性を高めることを狙い、平成３０年度の人事
や給与、福利などの実態を市民の皆さんにご理解いただくためのものです。
　また、職員給与の状況につきましては、他団体との比較などを追加した詳細な内容のものを令和２年４月
に改めてホームページに掲載する予定です。

3,151 △ 29 △ 5 17 △ 43 △ 55

2 △ 43 △ 3 3 △ 117

合　　計 3,237 3,232 3,249 3,206

小　計 319 276 273 276 159

104 △ 2 △ 45 4 △ 4 △ 4

4 3 4 △ 6 1

その他 153 108 112 108

下水道 53 56 60 54 55

0 0 △ 1 △ 11 13 △ 114

38 20 △ 46 62

　 公
　 営会
　 企計
　 業部
　 等門

病院 113 112 101 114

△ 9 △ 18 △ 1

普通会計計 2,918 2,956 2,976 2,930 2,992 △ 31

0 0

小　計 897 885 876 858 857 △ 14 △ 12

△ 1

消防 512 512 512 512 512 △ 2 0 0

346 345 △ 12 △ 12 △ 9 △ 18

△ 17 50 29 △ 28 63

　　特
　　別
　　行部
　　政門

教育 385 373 364

小　計 2,021 2,071 2,100 2,072 2,135

319 △ 4 1 0 △ 5 2

0 0 0 1 2

土木 321 322 322 317

商工 24 24 24 25 27

18 0 2 0 △ 2 0

0 1 △ 1 0 0

農林水産 18 20 20 18

労働 4 5 4 4 4

316 △ 4 4 △ 2 △ 19 3

△ 8 26 36 △ 6 36

衛生 330 334 332 313

民生 724 750 786 780 816

121 0 △ 3 △ 1 5 △ 2

△ 1 19 △ 4 △ 1 22

税務 122 119 118 123

総務企画 459 478 474 473 495

19 0 0 1 △ 1 0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

一
般
行
政
部
門

議会 19 19 20 19

市川市人事行政運営等の状況

　　　      　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年度増減数

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 平成26年

議会 
1% 総務企画 

16% 

税務 
4% 

民生 
26% 

衛生 
10% 

商工・労働  
1% 

農林水産 
0% 

土木 
10% 

教育 
11% 

消防 
16% 

下水道事業等 
5% 

部門別職員構成 3,151人 
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②職員の採用及び退職の状況
採用者数 (平成30年度) 職員採用試験の状況 (平成30年4月1日) 退職者数 (平成30年度)

採用者数と退職者数には、非常勤の

再任用職員を含みます。

２．人件費の状況 (平成30年度普通会計決算)

平成30年度の普通会計決算における人件費の状況は下表のとおりです。

３．職員給与費の状況

平成31年度一般会計当初予算における職員給与費の状況は下表のとおりです。

（注）職員手当には退職手当を含みません。

再任用職員
873,788千円 201,132千円 207,380千円 1,282,300千円 3,447千円

372人

うち再任用職員以外

11,375,810千円 3,972,298千円 5,288,176千円 20,636,284千円 7,269千円
2,839人

全職員
12,249,598千円 4,173,430千円 5,495,556千円 21,918,584千円 6,826千円

3,211人

職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

Ｂ／Ａ 平成28年度の人件費率

488,714人 138,593,849千円 4,613,089千円 27,693,032千円 20.0% 19.5%

　人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当の他、共済費(社会保険料の事業主負
担分に相当するもの)などを含む経費の合計をいいます。

住民基本台帳人口 歳 出 額
実質収支

人件費 人件費率 （参考）

(平成31年3月31日現在) Ａ Ｂ

再任用 79人 計 958人 198人

計 282人 (注) 左表の採用者数と合格者数の差の主なものは、
合格後の採用辞退および選考による採用です。

幼稚園教諭 5人 幼稚園教諭 34人 4人

消防職員 17人 消防職員 73人 10人

守衛 2人 守衛 18人 2人

任期付短時間勤務職員 11人 任期付短時間勤務職員 31人 3人

41人

自動車運転手 1人 自動車運転手 11人 1人 計 305人

栄養士 2人 栄養士 27人 1人 任期付期間満了

80人

保健師 3人 保健師 3人 3人 死亡 1人

保育士 5人 保育士 35人 5人 普通

19人

育児休業代替任期付職員 19人 育児休業代替任期付職員 59人 42人 再任用任期満了 68人

一般任期付職員 60人 一般任期付職員 67人 58人 早期

退職者数

一般行政職 78人 一般行政職 600人 69人 定年 96人

職　種 採用者数 職　種 応募者数 合格者数 退職事由

一般行政職 
51% 

技能労務職 
6% 

福祉職 
14% 

消防職 
16% 

税務職 
5% 

教育職 
2% 

看護保健職 
4% 医師・医療職 

2% 

部門別職員構成 3,151人 
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４．職員の平均給料月額

 　平均給与月額及び平均年齢の状況 (平成31年4月1日現在)

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

(注) 平均給与月額とは、給料と職員手当 (期末・勤勉・退職手当を除く) の合計です。

国家公務員

（注） １．ラスパイレス指数とは、国家公務員（一般行政職）の給料を１００として比較した給料水準です。

２．類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

３．「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

５．職員の初任給の状況 (平成31年4月1日現在)

　学校卒業後すぐに採用された者の初任給月額は下表のとおりです。

円

円

円 円

円

円

一般職（高卒） 148,600

技能職
高　校　卒 150,700

中　学　卒 138,000

一般行政職
大　学　卒 187,200 円

総合職（大卒） 185,200

一般職（大卒） 180,700

高　校　卒 153,000

幼稚園教育職 315,193 394,571 41歳3ヶ月

区 分
市　　川　　市 国

決定初任給 決定初任給

うち学校給食員 358,304 424,230

うち用務員 343,740 414,192

技能労務職 354,038 442,540 53歳6ヶ月

うち清掃職員 359,816 471,755

区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 329,030 442,134 42歳8ヶ月

給 料 
給与費のうち 55.9％ 

（122億496万円） 

職員手当 
給与費のうち 19.0％ 

（41億7,343万円） 
期末・勤勉手当 

給与費のうち 25.1％ 
（54億9,555万6千円） 

給与費 
 

    （219億1,858万4千円） 

（Ｈ25）, 

 111.5 

（Ｈ25）,  

107.2 
（Ｈ25）,  

106.6 (H25） 

参考値, 

 103.0 (H25） 

参考値,  

99.0  

(H25） 

参考値, 

 98.5  

(H30), 

 102.1 (H30), 

100.5 
(H30), 

99.2 

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

市川市 類似団体平均 全国市平均 

ラスパイレス指数 
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６．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (平成31年4月1日現在)

　一般行政職、技能労務職、教育職の経験年数別、学歴別の平均給料月額は下表のとおりです。

円 円 円

円 円

円

円

(注) 経験年数には、採用前に民間勤務歴がある場合などはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数も含まれます。

７．一般行政職の級別職員数の状況 (平成31年4月1日現在)

　一般行政職の級別職員数とその構成は下表のとおりです。

 (注) １．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　 ２．(    )内は、短時間勤務を含む再任用職員で外書です。

一般行政職の級別職員構成

(7.4%)
13.4%

(2.9%)
7.8%

1.8%
(0.5%)
1.3%

(100%)
100%

(6.4%)
7.2%

1.7% 1.3%
(100%)
100%

5年前の構成比 5.0% 10.0%
(89.2%)
14.8%

9.4% 36.5%

7.3% 100%

参
考

1年前の構成比 12.0% 9.1%
(63.1%)
14.9%

(17.7%)
12.6%

(6.4%)
28.1%

(6.4%)
13.1%

(5.8%) (6.7%)
1.7% 1.4%

(100%)

9.3% 16.2% 13.0% 27.4% 12.8%
構成比 10.9%

(0.5%) (59.8%) (20.5%) (6.7%)

26 22
(224)人

142 248 200 420 197 112 1,535人

次長 部長

職員数 168
(1) (134) (46) (15) (13) (15)

9級
計

標準的な職務内容 主事 主任主事 主任 主査 副主幹 主幹 課長

該当なし

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

217,700 該当なし

教　育　職
大　学　卒 該当なし 351,500 該当なし

高　校　卒 該当なし 該当なし

230,700 269,500 該当なし

技能労務職
高　校　卒 該当なし 該当なし 該当なし

中　学　卒 該当なし

区　　　         分 経 験 年 数 １ ０ 年 経 験 年 数 １ ５ 年 経 験 年 数 ２ ０ 年

一般行政職
大　学　卒 259,842 311,975 356,980

高　校　卒

1級 10.9% 1級, 8.7% 1級, 4.0% 

2級 9.3% 2級, 11.6% 

2級, 9.1% 

3級 16.2% 3級, 15.1% 
3級, 14.7% 

4級, 13.0% 4級, 12.6% 

4級, 9.4% 

5級 27.4% 5級 28.1% 
5級 36.5% 

6級 12.8% 6級 13.1% 6級 13.4% 

7級, 7.3% 7級, 7.2% 7級, 7.8% 

8級, 1.7% 8級, 1.7% 8級, 1.8% 

9級 1.4% 9級 1.3% 9級 1.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成31年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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８．期末手当・勤勉手当 (平成30年度)

　期末・勤勉手当は、民間企業の賞与などに相当するものです。職員に支給された割合は下表のとおりです。

９．退職手当の状況 (平成31年4月1日現在)

　職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に退職事由や勤続年数に応じた一定の率を乗じて得た額になります。

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

(注)1人当たり平均支給額は平成30年度実績額です。

2,022 19,634

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり 職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市 国

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

2.325ヶ月分

計 2.6ヶ月分 1.85ヶ月分 4.45ヶ月分 2.6ヶ月分 1.85ヶ月分 4.45ヶ月分

12月期 1.375ヶ月分 0.95ヵ月分 2.325ヶ月分 1.375ヶ月分 0.95ヵ月分

計

6月期 1.225ヶ月分 0.9ヶ月分 2.125ヶ月分 1.225ヶ月分 0.9ヶ月分 2.125ヶ月分

千円
－

１人当たり年間平均支給額 1,529 千円

期末 勤勉 計 期末 勤勉

区分

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市 国

　　支給実績(平成29年度決算) 4,996,062

5



１０．職員手当の状況 (平成31年4月1日現在)

①地域手当

千円

円

％ ％

(注) 支給対象職員数の(    )内は、短時間勤務を含む再任用職員で外書です。

②特殊勤務手当

千円

円

％

③時間外勤務手当

千円

円

千円

円

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 285,667

支給実績（29年度決算） 853,951

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 309,067

潜水作業手当 消防職員 潜水作業 １回３００円

支給実績（30年度決算） 780,442

消防夜間特殊業務手当 消防職員 夜間特殊業務 １回２６０円

消防特別救助隊員手当 消防職員 特別救助隊員業務 １勤務２６０円

出動手当 消防職員 火災、救急業務等 １回１４０円～５００円

機関勤務手当 消防職員 消防車、救急車の運転業務 １勤務１８０円、２２０円

守衛業務手当 守衛業務に従事した職員 守衛業務 １勤務２００円、４００円

飼育作業手当 動物園に勤務する職員 動物飼育作業 日額２００円

土木作業手当 土木、公園の作業に従事した職員 道路補修、草刈消毒等 日額４５０円

災害応急作業等手当 災害発生時等に現場作業に従事した職員 土のう積載等業務等 日額５００円

水洗便所、浄化槽検査指導手当 浄化槽の管理指導などに従事した職員 検査、管理指導業務 日額２５０円

特定化学物質取扱手当 特定化学物質の取り扱いに従事した職員 特定化学物質取扱業務 日額３００円

葬儀作業手当 火葬、納骨などに従事した職員 葬儀作業 日額４５０円

動物死体処理作業手当 動物死体の処理作業に従事した職員 動物死体処理作業 １件当たり１２０円

施設勤務手当 作業環境が特殊な施設などに勤務する職員 施設勤務 日額１００円、２３０円

清掃作業手当 ごみの収集、処理作業などに従事した職員 ごみの収集、処理等業務 日額４５０円

健康相談指導手当 結核患者の健康相談、指導に従事した職員 結核患者の健康相談、指導 日額２００円

予防接種勤務手当 予防接種に従事した保健師、看護師 予防接種業務 日額１５０円

行旅死病人取扱手当 行旅死病人の収容処理に従事した職員 行旅死病人取扱 １件当たり２，５００円、３，５００円

感染症消毒作業手当 感染症の消毒作業に従事した職員 法に規定する一類～三類感染症 日額６００円

社会福祉指導手当 社会福祉主事などの職務に従事した職員 社会福祉主事等の職務 日額１９０円、２３０円

心身障害者訓練手当 心身障害者指導訓練に従事した職員 心身障害者指導訓練 日額２３０円

調査手当 市税の賦課調査などに従事した職員 税の賦課、評価調査 日額１７０円、２２０円

財産取得交渉手当 財産の取得交渉に従事した職員 財産の取得交渉 日額３５０円

徴収手当 市税など歳入の徴収に従事した職員 市税、保険料等徴収 日額２８０円

滞納処分手当 財産差押に従事した職員 市税、国保税等差押 日額３００円

手当の種類（手当数） 25

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（平成30年度決算） 49,094

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 58,237

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 25.8

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

市川市 12 3,266人 (336人) 10

支給実績（平成30年度決算） 1,226,689

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 375,594
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④その他の手当

円

円

円

円

円

円

円

円

(注) 退職手当は任期毎の支給です。

　　　議員などの報酬は、平成19年5月2日より適用。

武力攻撃災害等派遣手当

武力攻撃事態などにおける国
民の保護のための措置に関す
る法律などにより国民の保護
のための措置の実施で派遣さ
れた職員が、住所または居所
を離れて市内に滞在すること
を要する場合、1日3,970円～
6,620円の範囲で支給

－ －

14,899

災害派遣手当

災害対策基本法などにより災
害応急対策または災害復旧の
ため派遣された職員が、市内
に滞在することを要する場合、
1日3,970円～6,620円の範囲
で支給

－ －

管理職員特別勤務手当

管理職員が週休日または休日
に本来業務以外で勤務した場
合に、職務に応じて5,000円～
10,000円の範囲で支給
平日深夜に勤務した場合は職
務に応じて2,500円～5,000円
の範囲で支給

異

官職に応じて6,000円
～12,000円の範囲で
支給

官職に応じて3,000円
～6,000円の範囲で支
給

7,956 千円

137,840

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員
は、その勤務1回につき4,200
円(医師は20,000円)を支給 同 238 千円 119,000

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日午前5時まで勤務
する職員に対し、その勤務1時
間につき勤務1時間当たりの
給与額の100分の25を支給

同 54,309 千円

694,710

休日勤務手当

休日などにおいて勤務した場
合に、勤務1時間当たりの給与
額の100分の135を支給

同 187,055 千円 68,468

管理職手当
職務に応じ57,900円～101,500
円を定額支給 異

官職に応じて46,300円
～139,300円を定額支
給

370,975 千円

310,569

通勤手当

○電車　6ヶ月定期相当額支
給
○バス　回数券相当額支給
○自転車などを使用する場合
距離に応じて2,000円から
31,600円まで支給

異

○電車、バスを利用す
る場合6ヶ月定期代を
基礎として1ヶ月当たり
55,000円まで全額支給
○自転車などを使用
する場合　市と国の制
度は同じ

273,358 千円 96,355

住居手当

○借家の場合(家賃6,000円を
超える場合に限る)家賃の額に
応じて月額27,000円を限度に
支給 異

○借家(家賃12,000円
超に限る)限度額は市
と同じ

164,912 千円

（30年度決算）

扶養手当 同 272,960 千円 231,322

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（30年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

（１）７級相当以下

（２）８級相当、９級相当

①配偶者有りの場合】

②配偶者無しの場合

6,500配偶者

子

上記以外

10,000

6,500

8,9級 H31

配偶者 3,500

子 10,000

上記以外 3,500

8,9級 H31

子 10,000

上記以外 3,500

7



１１．特別職の報酬等の状況 (平成31年4月1日現在)

　特別職の給料、報酬等は平成19年4月1日より、退職手当は平成25年9月18日より下表のようになっています。

円

円

円

円

円

(注) 退職手当は任期毎の支給です。

　　　議員などの報酬は、平成19年5月2日より適用。

１２．勤務時間その他勤務条件の状況

①勤務時間

　職員の勤務時間は原則として次のとおりです。（平成31年4月1日現在）

　※平成24年7月1日から、勤務時間及び休憩時間を変更しました。

②休暇制度

　職員の休暇制度は次のとおりです。（平成31年4月1日現在）

１３．休業制度

　職員の休業制度は次のとおりです。（平成31年4月1日現在）

自己啓発休業
大学等の課程の履修または国際貢献活動のための無給休業
【平成30年度の取得状況】0人

修学部分休業
大学等における修学のための部分的に取得できる無給休業
【平成30年度の取得状況】0人

配偶者同行
休業

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、職員が、外
国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする無給休業
【平成30年度の取得状況】0人

育児休業
子が3歳になるまで取得できる無給休業
【平成30年度の取得状況】女性26人、男性3人

部分休業
子が小学校就学の始期に達するまで保育園の送迎などのために30分単位で2時間まで取得でき
る無給休業
【平成30年度の取得状況】女性21人、男性2人

育児短時間
勤務制度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、常勤職員のまま、複数の勤務形態の中か
ら選択し、その選択した勤務形態により、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度
【平成30年度の取得状況】女性6人、男性0人

無給休暇

○組合休暇　（職員団体の業務または活動に従事する場合）

○介護休暇　（年間180日以内で、配偶者または2親等以内の親族の介護にあたる場合）
【平成30年度の取得状況】　取得者：延べ　11人
　取得期間：1月以下3人,1月超2月以下2人、2月超3月以下4人、5月超2人

○介護時間　（1日につき2時間以内で、配偶者または2親等以内の親族の介護にあたる
場合）
【平成30年度の取得状況】2人

休業の名称 内　　　容

勤務時間
午前8時40分　～　午後5時25分
休憩時間を除いて7時間45分で1週間当たり38時間45分

休憩時間 正午　～　1時

有給休暇

○年次休暇　（1暦年につき20日付与。20日を限度に翌年に繰り越し可）
【平成30年の取得状況】　1人平均日数：11.5日

○病気休暇　（負傷又は疾病により療養を要する場合）

○特別休暇　（22種類）

報
酬

議   長 724,000 計 4.45ヶ月分

副議長 652,000

議   員 604,000

副市長 837,000 6月期 2.125ヶ月分 給料月額×在職月数×0.29 (平成25年9月17日までの支給率 0.36)

12月期 2.325ヶ月分

区　　　分 月　　　額 期末手当 退職手当

給
料

市　 長 1,016,000 給料月額×在職月数×0.45(平成25年9月17日までの支給率 0.57 )

(平成30年度)
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１４．分限及び懲戒の状況 (平成30年度)

１５．服務の状況 (平成30年度)

職務専念義務免除 営利企業等の従事許可

１６．研修及び人事評価の状況
①職員研修制度

平成30年度職員研修実績

①指定研修

②法令研修

③派遣研修

 　・総務省自治大学校

 　・市町村職員中央研修所

 　・千葉県自治研修センター

 　・全国地域リーダー養成塾

 　・シンギュラリティ大学

④その他

②人事評価

3人

特別研修、希望制の実務研修、職場研修支援、接遇応対向上の取り
組みを実施

　　市川市の人事評価制度は、昭和58年から「市川市勤務評定制度」として導入され、平成28年4月の地方公務員法改正により人事評価制
度へ移行しています。
　１年を上期と下期の半年毎に分けて、その間の職員の勤務状況を直属の上司が評価し、職員の育成や昇任、昇給等の処遇に反映させて
います。

市 川 市 職 員 人 事 評 価 実 施 要 綱
（総則）
第１条 市川市職員の人事評価は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定めるもののほか、この要綱
に定めるところにより実施する。

（目的）
第２条 人事評価は、適正な人事管理を図るとともに、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進す
ることを目的とする

（定義）
第３条 この要綱において人事評価とは、実績主義及び能力主義に基づき、職員が割り当てられた職務を遂行
した業績並びにその職務を遂行する過程で認められた職員の能力及び勤務態度を公正かつ客観的に評価
し、記録することをいう。

（被評価者の範囲）
第４条 人事評価は、全ての一般職の職員について実施する。ただし、市長が人事評価の実施を不適当又は
不必要と認める職員についてはこの限りでない。

（評価者、調整者、確認者）
第５条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、市長が管理職の中から別に指定するものとする。

（評価期間）
第６条 人事評価は４月１日から９月３０日および１０月１日から３月３１日までの６月の期間とし、評価基準日は
９月３０日および３月１日とする。ただし、採用から評価基準日までの期間が短い場合、その他やむを得ない事
由により評価期間が短い場合は、その勤務期間の実績に基づき評価するものとする。

（人事評価における評語の付与）
第７条 評価にあたっては、評価項目ごとにそれぞれの評価の結果に応じた評語を付すものとする。
２ 前項の評語は５段階とする。
３ 評価にあたっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

（評価の項目）
第８条 人事評価は評価期間の業務実績に基づき、別表に定める標準職務遂行能力について、成績評価、能
力評価及び情意評価について評価を行うものとする。

（評価の実施）
第９条 評価者は、被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録するとともに、職員の勤務成
績について公正な評価を行い、別に定める人事評価記録書を作成し、評価するものとする。
２ 調整者は評定者が行った評定に補正の必要を認めた場合、評価者と協議をし、評価の補正をするものとす
る。
３ 確認者は調整者が行った調整を審査し、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、評
価が適当である旨の確認を行うものとする。

（期首面談）
第１０条 評価者及び調整者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、評価期間の業務上の目標を
確認することその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明示することと
する。

（期末面談及び結果の開示）
第１１条 評価者および調整者は、確認者の確認後に、被評価者に対し人事評価記録書を開示して期末面談
を実施するものとする。

（苦情等の相談及び申出）
第１２条 被評価者は、人事評価に関する苦情等の相談及び申出を行うことができる。

（苦情処理委員会）
第１３条 被評価者からの人事評価に関する苦情等を適正に処理するため、市川市人事評価制度苦情処理委
員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２ 委員会は委員長、副委員長および委員をもって組織する。
３ 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長、委員は人事課長をもって充てる。
４ 委員会は苦情等の申出があったときは、申出の内容について審査し、審査結果を申出者および評定者に示
すものとする。
５ 委員会は、審査結果の内容により必要があると認める場合は、適切な措置を指示することができる。
６ この条に定めるもののほか、苦情等の処理に関し必要な事項は、別に定める。

（結果の取扱）
第１４条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとす
る。

（その他）
第１５条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

281人

3人

26人

64人

1人

その他 143人

計 285人

　時代の変化や市政の課題に的確に対応できる知識・能力を持った職員を育成するため、「市川市職員研修基本方針」及び「職員研修計
画」に基づき研修を実施しました。

584人

文化体育活動 2人 その他 17人

応募認定退職 7人 計 39人

研修・講師依頼 117人 公務 1人

職員団体の適法な交渉など 16人 講師 21人

降給 0人 免職 0人
計 147人 計 2人

免職 0人 減給 0人
休職 147人 停職 2人

分限処分 懲戒処分
降任 0人 戒告 0人
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１７．福祉及び利益の保護の状況

①職員の福祉に関する措置

②公務災害及び通勤災害の状況

１８．退職管理の状況

合計 42人 11人 4人 3人
主幹級（６級） 22人 4人 2人 0人
課長級（７級） 12人 2人 0人 2人
次長級（８級） 3人 3人 0人 1人

営利企業以
外の法人そ
の他の団体

営利企業

部長級(９級） 5人 2人 2人 0人

認定 10件 認定 2件

　管理監督職であった職員は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る）
または営利企業の地位に就いた場合は、市長に届出をしなければなりません。

退職者数 再就職者

再就職先の内訳

　職員の公務上または通勤による災害（負傷、疾病、障害または死亡）に対する補償をするもので、平成30年度の状況は次のと
おりです。

公務災害の申請受理件数及び認定件数 通勤災害の申請受理件数及び認定件数

申請 10件 申請 2件

歳入 75,885,000円 69,347,436円

歳出 75,885,000円 67,729,706円

  職員及び家族の福利厚生の充実を目的として、昭和37年7月に職員互助会が発足しました。事業内容としては、福利厚生事業
の他に給付事業、貸付事業などがあります。
　平成30年度の決算の状況は次のとおりです。

予算 決算

市 川 市 職 員 人 事 評 価 実 施 要 綱
（総則）
第１条 市川市職員の人事評価は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定めるもののほか、この要綱
に定めるところにより実施する。

（目的）
第２条 人事評価は、適正な人事管理を図るとともに、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進す
ることを目的とする

（定義）
第３条 この要綱において人事評価とは、実績主義及び能力主義に基づき、職員が割り当てられた職務を遂行
した業績並びにその職務を遂行する過程で認められた職員の能力及び勤務態度を公正かつ客観的に評価
し、記録することをいう。

（被評価者の範囲）
第４条 人事評価は、全ての一般職の職員について実施する。ただし、市長が人事評価の実施を不適当又は
不必要と認める職員についてはこの限りでない。

（評価者、調整者、確認者）
第５条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、市長が管理職の中から別に指定するものとする。

（評価期間）
第６条 人事評価は４月１日から９月３０日および１０月１日から３月３１日までの６月の期間とし、評価基準日は
９月３０日および３月１日とする。ただし、採用から評価基準日までの期間が短い場合、その他やむを得ない事
由により評価期間が短い場合は、その勤務期間の実績に基づき評価するものとする。

（人事評価における評語の付与）
第７条 評価にあたっては、評価項目ごとにそれぞれの評価の結果に応じた評語を付すものとする。
２ 前項の評語は５段階とする。
３ 評価にあたっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

（評価の項目）
第８条 人事評価は評価期間の業務実績に基づき、別表に定める標準職務遂行能力について、成績評価、能
力評価及び情意評価について評価を行うものとする。

（評価の実施）
第９条 評価者は、被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録するとともに、職員の勤務成
績について公正な評価を行い、別に定める人事評価記録書を作成し、評価するものとする。
２ 調整者は評定者が行った評定に補正の必要を認めた場合、評価者と協議をし、評価の補正をするものとす
る。
３ 確認者は調整者が行った調整を審査し、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、評
価が適当である旨の確認を行うものとする。

（期首面談）
第１０条 評価者及び調整者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、評価期間の業務上の目標を
確認することその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明示することと
する。

（期末面談及び結果の開示）
第１１条 評価者および調整者は、確認者の確認後に、被評価者に対し人事評価記録書を開示して期末面談
を実施するものとする。

（苦情等の相談及び申出）
第１２条 被評価者は、人事評価に関する苦情等の相談及び申出を行うことができる。

（苦情処理委員会）
第１３条 被評価者からの人事評価に関する苦情等を適正に処理するため、市川市人事評価制度苦情処理委
員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２ 委員会は委員長、副委員長および委員をもって組織する。
３ 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長、委員は人事課長をもって充てる。
４ 委員会は苦情等の申出があったときは、申出の内容について審査し、審査結果を申出者および評定者に示
すものとする。
５ 委員会は、審査結果の内容により必要があると認める場合は、適切な措置を指示することができる。
６ この条に定めるもののほか、苦情等の処理に関し必要な事項は、別に定める。

（結果の取扱）
第１４条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとす
る。

（その他）
第１５条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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１９．公平委員会の業務の状況

　公平委員会の職務は、職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益な処分についての審査請求を審査し、必
要な措置を講ずることです。

措置要求件数 0件
審査請求件数 1件

不服申立に係る裁決 0件
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